
山梨県国民健康保険老人医療対策事業費補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 知事は、山梨県老人医療費支給事業の実施に伴い費用負担が増加する国民健 

康保険者（以下「保険者」という。）の財政負担を軽減するため補助金を交付する 

ものとし、その交付に関しては山梨県補助金等交付規則（昭和３８年、山梨県規 

則第２５号。以下「規則」という。）によるもののほか、この要綱の定めるところ 

による。 

 

（補助対象経費） 

第２条 この補助金の対象となる経費は、保険者が負担する当該年度の療養の給付及 

び療養費の支給に要する費用のうち、山梨県老人医療費支給事業の対象となった者 

に係る額とする。 

 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、当該年度の療養の給付及び療養費の支給に要する費用のうち 

山梨県老人医療費支給事業の実施により増加する費用額を別に定める調整率によ

り算定し、このうちの保険料（税）相当額に５分の３を乗じて得た額に補正率を乗

じて得た額を予算の範囲内で交付する。 

 

（補助金の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする保険者は、別に定める期日までに補助金交付 

申請書（様式１）を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定） 

第５条 知事は、前条の申請書を受理しその内容を審査して適正と認めたときは補助 

金の交付決定を行い、当該保険者にその旨を通知するものとする。 

 

（補助金の交付方法） 

第６条 この補助金は、概算払いにより交付することができるものとし、概算払いを 

受けようとする保険者は概算払請求書（様式２）を別に定める期日までに知事に提 

出しなければならない。 

２  知事は、前項の概算払請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するも

のとする。 

 

(事業の実績報告） 

第７条 補助金の交付を受けた保険者は、年度終了後別に定める期日までに事業実績 

報告書（様式３）を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定並びに超過交付額の返還） 

第８条 知事は、前条の事業実績報告書を受理しその内容を審査して適正と認めたと 

きは補助金の額の確定を行い当該保険者にその旨を通知するものとする。 

２ 知事は、第６条第２項の規定による概算交付額が前項の確定額を超過する保険者 

に対して、当該超過交付額の返還を命ずるものとする。 

 



（補助金の交付決定の取り消し及び返還） 

第９条 知事は、補助金の交付決定をした後、保険者が次の各号のいずれかに該当す 

ると認めるときは、当該交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 交付決定に付した条件に違反したとき。 

（２） 申請書並びに実績報告書に不実の記載があったとき。 

（３） 補助金をその目的以外に使用したとき。 

２ 知事は、前項の規定により交付決定額の全部又は一部を取り消した場合において 

当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定め 

て返還を命ずるものとする。 

３ 前項の規定により返還を命ぜられた保険者が、これを指定期日までに納付しなか 

ったときは、指定期日の翌日から納付のあった日までの日数に応じて、その未納額 

について年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞利子を県に納付しなければ 

ならない。 

ただし、知事が止むを得ない事情があると認めたときは、この全部又は一部を免 

除することができる。 

 

（報告又は検査） 

第１０条 知事は、予算執行の適正を期するため必要があるときは、保険者に対して 

報告を求め又は職員をして検査させることができる。 

 

附 則 

（適用日） 

１ この要綱は昭和５５年４月１日から適用する。 

（失効） 

２ この要綱は、平成２９年３月３１日をもって廃止する。ただし、この要綱に基づ

き交付された補助金について、返還金が生じた場合については、この要綱に準じて

事務処理を行うものとする。 

 

附則 

この要綱は平成２２年１２月２０日から施行する。 

 

附則 

この要綱は平成２８年１２月２２日から施行する。 

 

 


